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防
災
行
政
と
地
方
自
治
体

　
　
　
　
ー
消
防
行
政
を
中
心
に

入
見
　
剛

前
田
定
孝
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は
じ
め
に

　
災
害
対
策
基
本
法
二
条
二
号
は
、
「
防
災
し

を
「
災
害
を
未
然
に
防
止
し
、
災
害
が
発
生

し
た
場
合
に
お
け
る
被
害
の
拡
大
を
防
ぎ
、

及
び
災
害
の
復
旧
を
図
る
こ
と
」
と
定
義
し

て
い
る
。
災
害
予
防
、
災
害
応
急
対
策
、
災

害
復
旧
の
三
つ
の
段
階
が
区
別
で
き
る
わ
け

で
あ
る
。
本
稿
は
、
こ
の
う
ち
災
害
予
防
と

災
害
応
急
対
策
の
段
階
に
お
け
る
、
自
治
体

と
り
わ
け
基
礎
的
自
治
体
で
あ
る
市
町
村
の

防
災
行
政
を
中
心
に
そ
の
特
色
と
課
題
を
検

　
　
　
　
　
　
ハ
エ
ロ

討
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
市
町
村
の
防

災
行
政
の
中
心
と
な
る
の
は
消
防
で
あ
ろ

う
。
消
防
は
、
「
国
民
の
生
命
、
身
体
及
び

財
産
を
火
災
か
ら
保
護
す
る
と
と
も
に
、
水

火
災
又
は
地
震
等
の
災
害
を
防
除
し
、
及
び

こ
れ
ら
の
災
害
に
よ
る
被
害
を
軽
減
す
る
こ

と
を
任
務
」
（
消
防
組
織
法
一
条
）
と
し
、

「
市
町
村
は
、
当
該
市
町
村
の
区
域
に
お
け

る
消
防
を
十
分
に
果
た
す
べ
き
責
任
を
有
す

る
」
（
同
法
六
条
）
か
ら
で
あ
る
。

一
　
防
災
行
政
の
総
合
性

　
壌
　
災
害
予
防
行
政
の
総
合
性

　
災
害
応
急
対
策
に
固
有
の
国
の
法
律
は
、

基
本
的
に
災
害
救
助
法
、
消
防
法
、
水
防
法

で
あ
ろ
う
が
、
災
害
予
防
に
関
す
る
法
律

は
、
「
治
由
・
治
水
」
に
係
る
河
川
法
、
森

林
法
、
砂
防
法
、
海
岸
法
、
地
す
べ
り
等
防

止
法
、
急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防

止
に
関
す
る
法
律
の
諸
法
律
に
加
え
、
建
築

基
準
法
、
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関

す
る
法
律
、
密
集
市
街
地
に
お
け
る
防
災
街

区
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
法
律
な
ど
の

「
ま
ち
づ
く
り
」
に
関
す
る
諸
法
律
、
さ
ら

に
活
動
火
由
対
策
特
別
措
置
法
、
海
洋
汚
染

等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
、

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
、
原
子

力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
な
ど
大
規
摸
な
災

害
リ
ス
ク
の
発
生
原
因
に
即
し
た
各
種
の
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

律
が
存
在
し
て
い
る
。
ま
た
、
当
然
の
こ
と

で
あ
る
が
、
消
防
法
も
、
建
築
許
可
等
に
係

る
消
防
同
意
の
制
度
（
法
七
条
）
を
は
じ

め
、
火
災
予
防
措
置
等
の
命
令
、
防
火
対
象

物
の
改
修
命
令
（
法
三
条
以
下
）
、
防
火
管

理
者
・
防
災
管
理
者
の
義
務
づ
け
（
法
八
条

以
下
）
、
危
険
物
規
制
（
法
一
〇
条
以
下
）

な
ど
多
く
の
災
害
予
防
行
政
の
仕
組
み
を
組

み
込
ん
で
い
る
限
り
で
、
災
害
予
防
法
の
一

種
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
防
災
行
政
は
、
災
害
予
防

の
局
面
に
お
い
て
は
、
「
治
山
、
治
水
そ
の

他
の
国
土
の
保
全
」
、
「
建
物
の
不
燃
堅
牢
化

そ
の
他
都
市
の
防
災
構
造
の
改
善
」
、
「
交

通
、
情
報
通
信
等
の
都
市
機
能
の
集
積
に
対

応
す
る
防
災
対
策
」
（
災
対
法
八
条
二
項
一

～
三
号
）
を
含
む
す
ぐ
れ
て
広
範
な
行
政
課

　
　
　
ハ
ヨ
ロ

題
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
災
害
対
策
基
本

法
四
六
条
の
定
め
る
「
災
害
予
防
」
の
概
念

は
、
①
防
災
組
織
の
整
備
、
②
防
災
訓
練
、

③
防
災
物
資
・
資
材
の
備
蓄
・
整
備
・
点

検
、
④
防
災
施
設
・
設
備
の
整
備
・
点
検
、

⑤
災
害
応
急
対
策
の
実
施
の
支
障
と
な
る
状

態
の
改
善
の
よ
う
な
「
防
災
機
関
が
災
害
応

急
対
策
を
実
施
す
る
前
提
と
し
て
の
災
害
予

　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ぐ
レ

防
に
限
定
さ
れ
て
お
り
」
、
狭
き
に
過
ぎ
よ

う
。
国
の
縦
割
り
行
政
に
縛
ら
れ
た
立
法
の

枠
組
み
の
結
果
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る

が
、
上
記
の
よ
う
な
広
範
な
行
政
分
野
を
地

域
に
即
し
て
防
災
の
観
点
か
ら
総
合
調
整
す

る
の
が
、
都
道
府
県
や
市
町
村
の
自
治
体
の

役
割
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
災
害
対
策
に

関
す
る
自
治
体
条
例
を
み
る
と
、
や
は
り
震

災
対
策
条
例
に
お
い
て
、
道
路
・
河
川
・
公

園
・
港
湾
等
の
都
市
基
盤
施
設
の
整
備
、
市

街
地
の
面
的
整
備
、
公
共
施
設
の
耐
震
化
・

不
燃
化
、
防
災
に
配
慮
し
た
土
地
利
用
へ
の



誘
導
と
い
っ
た
総
合
的
な
防
災
ま
ち
づ
く
り

の
観
点
が
定
め
ら
れ
て
い
る
（
埼
玉
県
震
災

予
防
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
、
東
京
都
震
災
対

策
条
例
、
横
浜
市
震
災
対
策
条
例
、
愛
知
県

地
震
防
災
推
進
条
例
な
ど
）
。

　
な
お
、
二
〇
〇
〇
年
の
地
方
分
権
改
革
に

お
い
て
は
、
治
山
・
治
水
に
係
る
事
務
・
事

業
は
国
の
直
轄
事
業
と
し
て
維
持
さ
れ
た

り
、
都
道
府
県
知
事
の
権
限
で
も
法
定
受
託

事
務
と
さ
れ
た
も
の
が
目
立
つ
が
、
都
市
の

ま
ち
づ
く
り
関
連
の
諸
権
限
の
多
く
は
自
治

体
の
自
治
事
務
と
さ
れ
、
か
つ
基
礎
自
治
体

で
あ
る
市
町
村
の
権
限
と
さ
れ
た
も
の
も
少

な
く
な
い
。

　
2
　
防
災
主
体
の
総
合
性

　
災
害
予
防
を
度
外
視
し
て
、
災
害
応
急
対

策
に
限
定
し
た
と
し
て
も
、
防
災
の
主
体

は
、
実
に
広
範
な
も
の
に
及
ぶ
。
以
下
、
第

一
線
の
防
災
主
体
で
あ
る
市
町
村
に
即
し
て

そ
の
概
要
を
み
る
こ
と
に
す
る
。

　
市
民
に
最
も
近
接
し
た
統
治
主
体
と
し
て

の
市
町
村
は
、
消
防
機
関
や
水
防
団
（
水
防

法
五
条
に
基
づ
く
水
防
団
は
、
消
防
機
関
の

一
つ
で
あ
る
消
防
団
と
実
際
上
ほ
と
ん
ど
一

致
し
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
）
な
ど
の
自

己
の
防
災
組
織
ば
か
り
で
な
く
、
「
当
該
市

町
村
の
区
域
内
の
公
共
的
団
体
等
の
防
災
に

関
す
る
組
織
」
、
さ
ら
に
「
住
民
の
隣
保
協

同
の
精
神
に
基
づ
く
自
発
的
な
防
災
組
織
」

で
あ
る
「
自
主
防
災
組
織
」
を
含
む
「
市
町

村
の
有
す
る
す
べ
て
の
機
能
を
十
分
に
発

揮
し
し
て
防
災
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
災
対
法
五
条
二
項
）
。
例
え
ば
、
電
力
・
ガ

ス
・
電
話
会
社
、
N
H
K
、
J
R
、
日
本
赤

十
字
の
よ
う
な
「
指
定
公
共
機
関
」
や
、
医

師
会
・
薬
剤
師
会
、
民
間
テ
レ
ビ
ニ
フ
ジ
オ

放
送
会
社
、
私
鉄
・
バ
ス
・
タ
ク
シ
ー
・
ト

ラ
ッ
ク
事
業
者
の
よ
う
な
「
指
定
地
方
公
共

機
関
」
は
、
自
ら
防
災
計
画
を
策
定
・
実
施

し
、
市
町
村
の
防
災
計
画
の
作
成
・
実
施
に

協
力
す
る
責
務
を
課
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
公

共
的
な
業
務
を
通
じ
て
防
災
に
寄
与
す
る
義

務
も
負
う
（
同
法
六
条
）
。
ま
た
、
「
地
方
公

共
団
体
の
区
域
内
の
公
共
的
団
体
、
防
災
上

重
要
な
施
設
の
管
理
者
そ
の
他
法
令
の
規
定

に
よ
る
防
災
に
関
す
る
責
務
を
有
す
る
者
」

も
、
自
治
体
の
地
域
防
災
計
画
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
「
誠
実
に
そ
の
責
務
を
果
た
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ら
レ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
同
法
七
条
一
項
）
。

例
え
ば
、
社
会
福
祉
協
議
会
、
商
工
会
議
所

な
ど
の
団
体
の
他
、
病
院
、
社
会
福
祉
施

設
、
学
校
、
危
険
物
・
有
毒
物
等
保
管
施
設

な
ど
で
あ
る
。
特
に
、
一
定
数
量
以
上
の
危

険
物
を
貯
蔵
・
取
扱
い
す
る
事
業
者
は
、
自

衛
消
防
組
織
を
置
か
ね
ば
な
ら
な
い
（
消
防

　
　
　
　
　
ハ
も
ロ

法
一
四
条
の
四
）
。

　
こ
う
し
た
責
務
規
定
は
、
そ
の
実
効
性
が

問
題
と
な
る
が
、
自
治
体
に
お
い
て
は
、
協

定
を
締
結
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
を
果
た

そ
う
と
し
て
お
り
、
さ
ら
に
条
例
に
基
づ
い

て
民
間
事
業
者
に
事
業
継
続
計
画
（
鵬
誘
｝

器
霧
（
）
8
ぱ
雲
尋
曳
磐
（
劇
O
勺
）
）
の
策
定

義
務
を
課
す
例
も
現
れ
て
い
る
（
愛
媛
県
防

災
対
策
基
本
条
例
一
九
条
以
下
、
岡
山
県
防

災
対
策
基
本
条
例
三
七
条
、
高
知
県
南
海
地

震
に
よ
る
災
害
に
強
い
地
域
社
会
づ
く
り
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
マ
レ

例
三
四
条
一
項
九
号
な
ど
）
。
一
九
九
九
年

の
全
国
二
五
七
の
区
市
の
協
定
の
ア
ン
ケ
ー

　
　
　
　
　
　
ハ
ら
ロ

ト
調
査
に
よ
れ
ば
、
民
間
と
の
協
定
と
し
て

は
、
医
師
会
、
業
種
別
組
含
、
地
元
企
業
、

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
事
業
者
、
商
店
会
、
建
築
士

会
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
な
ど
の
例
が
み
ら

れ
る
。
例
え
ば
東
京
の
町
田
市
で
は
、
米
穀

小
売
商
組
合
、
農
業
協
同
組
合
、
給
食
セ
ン

タ
i
、
百
貨
店
・
ス
ー
パ
ー
、
プ
ロ
パ
ン
ガ

ス
事
業
者
組
合
、
ト
ラ
ッ
ク
協
会
、
ア
マ
チ

ュ
ア
無
線
ク
ラ
ブ
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、
自

主
防
災
組
織
に
お
い
て
中
心
と
な
る
こ
と
が

期
待
さ
れ
て
い
る
防
災
リ
ー
ダ
ー
の
育
成

は
、
各
地
で
取
り
組
ま
れ
て
お
り
、
防
災
条

例
の
制
定
自
治
体
で
は
、
そ
の
た
め
の
施
策

を
条
例
上
位
置
づ
け
て
い
る
こ
と
が
多
い

（
板
橋
区
防
災
基
本
条
例
一
〇
条
二
項
、
香

川
県
防
災
対
策
基
本
条
例
二
六
条
、
愛
媛
県

防
災
対
策
基
本
条
例
二
六
条
、
岡
山
県
防
災

対
策
基
本
条
例
二
六
条
な
ど
）
。

　
こ
の
よ
う
に
市
町
村
は
、
生
じ
る
災
害
の

性
質
や
規
模
に
応
じ
て
地
域
の
総
力
を
結
集

し
て
災
害
応
急
対
策
に
努
め
る
こ
と
に
な
る

が
、
さ
ら
に
必
要
と
な
れ
ば
、
他
の
自
治
体

の
協
力
も
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
（
同
法
五

条
の
二
）
。
そ
の
た
め
に
多
く
の
支
援
協
定

が
締
結
さ
れ
て
い
る
。
全
国
的
な
統
計
（
平

成
二
〇
年
四
月
一
日
現
在
）
に
よ
れ
ば
、
同

一
都
道
府
県
内
の
市
町
村
問
の
協
定
が
一
七

四
七
件
、
異
な
る
都
道
府
県
域
に
含
ま
れ
る

市
町
村
間
の
協
定
が
五
六
三
件
、
合
計
一
三

一
〇
件
と
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
町
田
市
の

場
合
、
災
害
時
の
相
互
応
援
協
定
を
近
隣
の

多
摩
市
・
あ
き
る
野
市
・
相
模
原
市
、
遠
隔

の
長
野
県
の
長
野
市
・
川
上
村
、
由
形
県
川

西
町
・
山
梨
県
増
穂
町
と
締
結
し
、
震
災
時

の
相
互
応
援
協
定
を
東
京
都
多
摩
二
六
市
三

町
一
村
と
締
結
し
て
い
る
。

　
こ
の
他
、
災
害
応
急
対
策
お
よ
び
災
害
直

後
の
復
旧
活
動
に
お
い
て
逃
す
こ
と
が
で
き

な
い
ア
ク
タ
ー
が
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
あ

る
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
が
効
果
的
に
な
さ

れ
る
こ
と
を
担
保
す
る
た
め
の
仕
組
み
づ
く

り
に
関
す
る
条
例
も
、
被
災
自
治
体
に
お
い

て
制
定
さ
れ
て
い
る
。
福
井
県
災
害
ボ
ラ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ
レ

テ
ィ
ア
活
動
推
進
条
例
、
新
潟
県
災
害
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
活
動
促
進
条
例
な
ど
で
あ
る
。

　
3
　
地
域
防
災
計
画
の
特
色

　
こ
の
よ
う
に
防
災
行
政
は
総
合
的
な
も
の

で
あ
り
、
か
つ
地
域
防
災
の
ア
ク
タ
…
も
広

範
に
わ
た
る
の
で
あ
る
か
ら
、
防
災
計
画
は

特
定
の
行
政
分
野
に
限
定
さ
れ
な
い
包
括
的

分
野
横
断
的
計
画
と
な
り
、
そ
の
計
画
実
施

27一防災行政と地方自治体



に
関
わ
る
主
体
も
民
間
主
体
に
も
及
ぶ
は
ず

で
あ
る
。
国
の
中
央
防
災
会
議
が
作
成
す
る

防
災
基
本
計
画
（
災
対
法
三
四
条
）
は
、
そ

う
し
た
総
合
的
・
長
期
的
な
計
画
と
し
て
策

定
さ
れ
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
お
り
、
都
道

府
県
防
災
会
議
が
作
成
す
る
都
道
府
県
地
域

防
災
計
画
も
、
区
域
内
の
国
の
地
方
支
分
部

局
・
市
町
村
・
指
定
公
共
機
関
・
公
共
的
団

体
の
諸
活
動
を
包
括
し
た
総
合
的
運
営
を
図

る
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
（
同
法
四

〇
条
）
。
他
方
、
市
町
村
防
災
会
議
が
策
定

す
る
市
町
村
地
域
防
災
計
画
（
同
法
四
二

条
）
は
、
当
該
区
域
に
お
け
る
防
災
活
動
の

効
果
的
・
具
体
的
実
施
を
図
る
こ
と
に
重
点

　
　
　
　
　
　
ハ
れ
ロ

が
お
か
れ
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
、
防
災
に

お
け
る
計
画
化
の
要
は
都
道
府
県
地
域
防
災

計
画
に
あ
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
、
前
述
し
た
市
町
村
レ
ベ
ル
に
お
け
る

防
災
主
体
の
総
合
性
に
鑑
み
れ
ば
、
市
町
村

地
域
防
災
計
画
も
一
防
災
ア
ク
タ
ー
と
し
て

の
市
町
村
機
関
の
行
動
指
針
に
と
ど
ま
ら

ず
、
文
字
通
り
の
「
地
域
防
災
」
計
画
と
な

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
位

置
づ
け
で
当
該
計
画
が
策
定
さ
れ
る
場
合

は
、
そ
の
策
定
主
体
と
さ
れ
る
市
町
村
防
災

会
議
（
同
法
一
六
条
一
項
）
の
メ
ン
バ
ー

も
、
前
述
の
各
主
体
を
糾
合
し
て
条
例
で
定

め
ら
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
（
同
法
一
六
条
六

項
）
。

　
計
画
一
般
に
み
ら
れ
る
関
係
計
画
と
の
相

互
調
整
も
当
然
求
め
ら
れ
る
。
国
の
防
災
基

本
計
画
は
、
指
定
公
共
機
関
の
防
災
業
務
計

画
の
基
礎
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

は
も
ち
ろ
ん
（
同
法
三
九
条
，
一
項
）
、
国
土

形
成
計
画
、
全
国
森
林
計
画
、
首
都
圏
整
備

計
画
な
ど
他
分
野
の
行
政
計
画
に
対
し
て
も

「
防
災
に
関
す
る
部
分
」
に
つ
い
て
整
合
性

を
要
求
す
る
（
同
法
三
八
条
）
。
他
方
、
市

町
村
の
地
域
防
災
計
画
は
、
国
の
防
災
基
本

計
画
に
基
づ
詣
＼
都
道
府
県
地
域
防
災
計
画

と
国
の
地
方
支
分
部
局
や
指
定
公
共
機
関
が

作
成
す
る
防
災
業
務
計
画
と
抵
触
し
な
い
よ

う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
法
四
二
条

一
項
）
。
た
だ
、
後
述
す
る
防
災
行
政
の
現

場
主
義
に
鑑
み
る
と
、
仮
に
国
・
自
治
体
間

の
防
災
計
画
に
関
す
る
抵
触
が
生
じ
た
場
合

に
は
、
そ
の
解
消
は
、
知
事
と
の
協
議
手
続

（
同
法
四
二
条
三
項
）
を
通
じ
、
県
や
国
の

地
方
支
分
部
局
の
計
画
の
側
の
見
直
し
も
検

討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
防
災
計
画
は
、

通
常
の
計
画
と
異
な
り
毎
年
検
討
を
加
え
て

修
正
さ
れ
る
余
地
が
あ
る
の
で
あ
る
（
同
法

三
四
条
一
項
、
四
〇
条
一
項
、
四
二
条
一

ハ
な
ロ

項
）
。

　
な
お
、
こ
の
よ
う
に
、
防
災
計
画
は
既
に

固
ま
っ
た
政
策
目
標
の
実
現
を
目
指
す
通
常

の
行
政
計
画
と
は
様
相
を
異
に
し
、
目
標
設

定
と
そ
れ
を
達
成
す
る
手
段
の
総
合
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
レ

構
造
を
と
ら
な
い
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
点
を
、
目
標
設
定
が
外
在
的
に
与
え
ら
れ

る
の
で
は
な
く
、
諸
利
害
の
調
整
過
程
か
ら

抽
出
さ
れ
る
方
向
指
針
と
し
て
の
目
標
が
存

在
し
、
計
画
の
重
点
は
手
段
の
綜
合
性
に
こ

そ
あ
る
「
調
整
計
画
」
と
い
う
概
念
で
整
理

し
よ
う
と
す
る
見
解
も
存
す
る
と
こ
ろ
で
あ

ハ
お
レ

る
。

二
　
防
災
行
政
に
お
け
る
現
場
主
義

　
壌
　
防
災
行
政
に
お
け
る
市
町
村
中
心

　
　
主
義

　
災
害
対
策
基
本
法
は
、
「
市
町
村
に
ウ
エ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
め
レ

イ
ト
を
置
い
た
自
治
体
中
心
主
義
」
を
採
用

し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
点
は
、
災
害
応

急
対
策
の
段
階
に
お
い
て
顕
著
で
あ
り
、
消

防
機
関
・
水
防
団
の
出
動
命
令
、
警
察
官
・

海
上
保
安
官
の
出
動
要
請
（
法
五
八
条
）
、

避
難
の
勧
告
・
指
示
（
法
六
〇
条
）
、
応
急

措
置
の
実
施
（
法
六
二
条
）
、
警
戒
区
域
の

設
定
、
立
ち
入
り
禁
止
・
制
限
、
退
去
命
令

（
法
六
三
条
）
、
応
急
公
用
負
担
（
法
六
四

条
）
な
ど
初
動
対
応
の
重
要
な
権
限
は
市
町

村
長
が
有
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
全
て
市
町

村
の
自
治
事
務
で
あ
る
。
都
道
府
県
知
事
の

権
限
は
、
市
町
村
が
そ
の
事
務
を
行
え
な
く

な
っ
た
と
き
の
代
行
や
応
急
措
置
に
限
定
さ

れ
て
い
る
（
法
六
〇
条
五
項
、
七
〇
条
、
七

一
条
、
七
三
条
）
。
ま
た
、
国
は
災
害
応
急

対
策
に
係
る
具
体
的
権
限
を
ほ
と
ん
ど
有
さ

ず
、
地
方
支
分
部
局
な
ど
の
指
定
行
政
機
関

の
長
の
応
急
措
置
や
収
用
等
が
認
め
ら
れ
て

い
る
程
度
で
あ
る
（
法
七
七
条
、
七
八
条
）
。

　
災
害
に
対
応
す
る
実
働
部
隊
は
、
市
町
村

の
機
関
で
あ
る
常
備
消
防
（
消
防
本
部
と
消

防
署
）
と
消
防
団
で
あ
る
。
消
防
は
市
町
村

長
が
条
例
に
し
た
が
っ
て
管
理
し
（
消
防
組

織
法
七
条
）
、
，
消
防
庁
長
官
や
都
道
府
県
知

事
か
ら
助
言
・
勧
告
・
指
導
を
う
け
る
こ
と

は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ら
の
「
運
営
管
理
又
は

行
政
管
理
に
服
す
る
こ
と
は
な
い
」
（
同
法

三
六
条
）
。
さ
ら
に
、
他
の
市
町
村
が
被
災

市
町
村
に
出
動
し
た
場
合
、
そ
の
消
防
職
員

は
、
応
援
を
受
け
た
市
町
村
長
の
指
揮
下
に

入
る
（
同
法
四
七
条
、
災
対
法
六
七
条
二

項
）
。

　
こ
の
よ
う
に
、
消
防
は
、
市
町
村
の
自
治

事
務
と
し
て
市
町
村
の
組
織
に
基
づ
い
て
実

施
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
、
都
道
府
県
警
察
に

よ
っ
て
再
編
成
さ
れ
て
し
ま
っ
た
警
察
と
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
め
レ

い
な
る
対
照
を
な
し
て
い
る
。
現
在
ほ
と
ん

ど
の
市
町
村
に
お
い
て
設
け
ら
れ
て
い
る
消

防
団
は
、
分
団
に
分
か
れ
て
い
る
こ
と
が
多

い
が
、
「
全
国
的
に
見
て
、
各
分
団
は
名
称

や
範
域
か
ら
し
て
、
藩
政
村
と
一
致
す
る
こ

　
　
　
ハ
ぬ
レ

と
が
多
い
」
と
言
わ
れ
る
。
消
防
防
災
と
い

う
共
同
の
営
み
は
、
本
来
地
域
の
住
民
自
身

の
手
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
き
た
事
柄
を
公
権

力
主
体
と
し
て
の
自
治
体
が
吸
収
し
て
い
っ

た
と
い
う
経
緯
を
辿
っ
て
今
日
に
至
っ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。
市
町
村
消
防
の
原
則
が

成
立
す
る
所
以
で
あ
る
。

2
　
消
防
団
と
自
主
防
災
組
織

二
〇
〇
八
年
の
消
防
庁
の
統
計
に
よ
れ

法律時報81巻9号一28



ば
、
消
防
本
部
下
の
常
備
消
防
は
、
八
〇
七

本
部
、
一
七
〇
六
消
防
署
、
三
二
一
八
出
張

所
、
一
五
万
七
八
六
〇
人
の
職
員
か
ら
な
っ

て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
消
防
団
は
、
二
三

八
○
団
、
二
万
三
一
八
Q
分
団
、
八
八
万
八

九
〇
〇
人
の
団
員
を
擁
し
て
い
る
。
確
か
に

消
防
団
は
、
常
備
消
防
の
導
入
に
よ
っ
て
そ

の
団
数
と
団
員
数
を
減
少
さ
せ
て
き
て
い
る

が
（
消
防
庁
の
統
計
に
よ
れ
ば
、
一
九
五
二

年
に
は
、
一
万
一
六
七
団
、
団
員
数
二
〇
九

　
　
　
　
　
ハ
ル
レ

万
人
で
あ
っ
た
）
、
今
な
お
、
地
域
防
災
に

お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。
消
防
団
の
長
所
と
し
て
、
①
地
域

住
民
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
お
り
、
同
時
多
発

の
火
災
や
救
助
活
動
に
お
い
て
大
量
動
員
が

可
能
で
あ
る
こ
と
、
②
地
域
住
民
の
生
活
と

密
着
し
た
日
常
生
活
を
し
て
い
る
こ
と
、
③

多
様
な
職
業
を
持
っ
た
団
員
で
構
成
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
そ
の
特
徴
を
活
か
し
て
効
果

的
な
活
動
を
行
う
こ
と
、
な
ど
が
挙
げ
ら
れ

て
い
る
。
実
際
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
震

源
域
と
な
り
、
死
者
三
九
名
、
負
傷
者
八
七

〇
名
の
大
被
害
を
受
け
た
北
淡
町
で
は
、
淡

路
広
域
事
務
組
合
消
防
本
部
北
淡
出
張
所
の

一
二
名
の
消
防
職
員
と
共
に
五
六
五
名
の
消

防
団
員
が
地
域
に
密
着
し
た
消
防
活
動
を
行

っ
て
お
り
住
民
の
生
活
状
況
を
熟
知
し
て
い

た
こ
と
か
ら
、
倒
壊
家
屋
の
ど
の
場
所
で
誰

が
生
き
埋
め
に
な
っ
て
い
る
か
を
把
握
で

き
、
そ
の
結
果
約
三
〇
〇
〇
人
も
の
被
災
者

を
救
出
し
、
当
日
中
に
住
民
の
安
否
確
認
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
レ

完
了
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
。

　
し
か
し
、
消
防
団
の
主
要
な
担
い
手
で
あ

っ
た
農
家
や
自
営
業
者
が
減
少
し
、
団
員
の

七
割
が
被
用
者
（
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
）
と
な
る

中
で
、
構
成
員
の
減
少
を
食
い
止
め
る
た
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
の
レ

の
方
策
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
試

み
の
一
つ
と
し
て
、
二
〇
〇
六
年
か
ら
消
防

団
協
力
事
業
者
表
示
制
度
が
開
始
し
た
。
こ

れ
は
、
勤
務
時
問
中
の
消
防
団
活
動
へ
の
便

宜
や
従
業
員
の
消
防
団
へ
の
入
団
促
進
な
ど

の
事
業
者
の
協
力
を
当
該
事
業
者
の
社
会
貢

献
と
し
て
顕
彰
す
る
制
度
で
あ
る
。
さ
ら

に
、
消
防
団
員
の
減
少
と
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
団

員
の
増
大
が
顕
著
な
長
野
県
で
は
、
協
力
事

業
者
の
法
人
事
業
税
と
個
人
事
業
税
の
軽
減

を
定
め
た
「
消
防
団
の
活
動
に
協
力
す
る
事

業
所
等
を
応
援
す
る
県
税
の
特
例
に
関
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
レ

条
例
」
も
制
定
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
同
じ
大
震
災
に
お
い
て
、
警
察
や

消
防
に
よ
っ
て
救
助
さ
れ
た
被
災
者
は
約
八

O
O
O
人
で
あ
っ
た
の
に
対
し
住
民
の
手
で

救
出
さ
れ
た
人
が
約
二
万
七
〇
〇
〇
人
に
及

　
　
　
　
　
ハ
ぬ
レ

ん
だ
と
い
わ
れ
、
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
災

害
応
急
対
策
に
お
け
る
住
民
組
織
の
役
割
も

あ
ら
た
め
て
注
目
さ
れ
て
い
る
。
先
に
も
触

れ
た
よ
う
に
、
市
町
村
は
自
主
防
災
組
織
の

充
実
を
図
る
も
の
と
さ
れ
、
そ
う
し
た
組
織

は
、
消
防
庁
の
統
計
に
よ
れ
ば
、
二
〇
〇
八

年
に
お
い
て
一
六
四
九
の
市
区
町
村
（
全
市

区
町
村
の
九
九
・
一
％
）
に
存
在
し
、
そ
の

数
は
二
二
万
三
三
六
四
団
体
で
そ
の
世
帯
単

位
の
カ
バ
ー
率
は
七
一
・
七
％
に
及
ん
で
い

る
。
た
だ
、
こ
の
統
計
の
数
値
に
は
災
害
時

に
実
際
に
機
能
す
る
だ
け
の
実
態
が
伴
っ
て

い
る
か
ど
う
か
疑
問
も
呈
さ
れ
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。
町
内
会
・
自
治
会
を
基
盤
に
組
織

さ
れ
て
い
る
も
の
が
大
部
分
で
、
隊
員
と
し

て
計
上
さ
れ
て
い
る
メ
ン
バ
ー
の
多
く
は
実

は
実
体
の
な
い
も
の
で
、
会
長
（
本
部
長
）

を
中
心
に
情
報
班
、
初
期
消
火
班
、
避
難
誘

導
班
等
が
役
割
別
に
組
織
さ
れ
て
い
る
が
形

式
的
な
も
の
と
と
ど
ま
り
、
災
害
時
に
は
家

庭
や
職
場
の
一
員
と
し
て
の
役
割
の
方
が
優

先
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
が
表

　
　
　
　
　
　
　
ハ
カ
レ

明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
資
機
材
や
拠
点
の
確
保
、
訓

練
等
に
係
る
市
町
村
の
支
援
、
防
災
り
ー
ダ

ー
の
育
成
、
消
防
団
や
N
P
O
と
の
連
携
な

ど
の
施
策
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に

も
、
現
代
行
政
の
重
要
な
課
題
で
あ
る
公
私

協
働
（
評
窪
o
㌔
毫
簿
㊦
評
§
R
昏
な
）
の

領
域
が
広
が
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　
3
　
常
備
消
防
の
広
域
化

　
二
〇
〇
六
年
に
改
正
さ
れ
た
消
防
組
織
法

で
は
、
消
防
庁
長
富
が
常
備
消
防
の
広
域
化

推
進
に
つ
い
て
の
基
本
指
針
を
策
定
し
（
同

法
三
二
条
）
、
都
道
府
県
が
広
域
化
推
進
計

画
お
よ
び
そ
の
後
の
円
滑
な
運
営
確
保
の
た

め
の
計
画
を
策
定
し
（
同
法
三
三
条
）
、
さ

ら
に
広
域
化
対
象
市
町
村
が
広
域
消
防
運
営

計
画
を
策
定
す
る
（
同
法
三
四
条
）
と
定
め

ら
れ
、
消
防
審
議
会
っ
市
町
村
の
消
防
の
広

域
化
の
推
進
に
関
す
る
答
申
」
（
二
〇
〇
六

年
二
月
）
に
よ
る
と
、
二
〇
一
二
年
ま
で
に

消
防
本
部
の
管
轄
範
囲
を
、
「
管
轄
人
口
三

〇
万
規
模
以
上
と
す
る
こ
と
を
目
標
し
に
広

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ぱ
レ

域
化
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
広
域
化
の
根
拠
と
し
て
、
①
消

防
職
員
数
の
充
足
率
が
低
水
準
の
た
め
に
二

次
出
動
以
降
の
対
応
が
困
難
で
あ
る
こ
と
、

②
管
轄
人
口
一
〇
万
人
程
度
の
消
防
本
部
で

も
、
単
独
対
応
が
可
能
と
さ
れ
る
一
二
五
平

方
メ
ー
ト
ル
程
度
の
火
災
規
模
で
も
、
第
一

次
出
動
で
ほ
ぼ
全
て
の
部
隊
が
出
払
い
二
次

出
動
以
降
の
対
応
が
困
難
で
あ
る
こ
と
、
③

小
規
模
消
防
本
部
で
は
高
度
な
車
両
・
資
機

材
の
導
入
が
困
難
で
あ
る
こ
と
、
④
予
防
行

政
の
分
野
に
つ
い
て
専
門
的
な
人
材
の
養
成

・
確
保
が
困
難
で
あ
る
こ
と
、
⑤
人
事
ロ
ー

テ
！
シ
ョ
ン
が
設
定
さ
れ
に
く
く
職
務
経
験

が
不
足
し
が
ち
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら

れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
広
域
化
の
メ
リ
ッ
ト

と
し
て
、
①
初
動
消
防
力
・
増
援
体
制
の
充

実
、
②
消
防
体
制
の
効
率
化
に
よ
る
現
場
要

員
の
増
強
、
③
専
門
要
員
の
養
成
・
専
従

化
、
④
高
度
な
消
防
設
備
・
施
設
等
の
整
備

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
の
構
想
は
、
現
在
、
都
道
府
県
知
事
の

推
進
計
画
の
段
階
ま
で
き
て
お
り
、
二
〇
〇

九
年
七
月
一
譲
段
階
で
、
福
島
、
新
潟
、
鳥

取
、
佐
賀
、
長
崎
の
各
県
を
除
く
四
二
都
府

県
が
計
画
を
策
定
し
、
消
防
本
部
数
は
、
北
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海
道
の
二
一
（
現
在
六
八
）
、
福
岡
の
二
五

（
現
在
二
六
）
な
ど
を
例
外
に
、
そ
の
多
く

は
一
～
一
〇
程
度
、
全
国
総
計
で
七
五
六
本

部
か
ら
二
五
〇
本
部
へ
と
再
編
さ
れ
る
こ
と

　
　
ハ
む
ロ

に
な
る
。

　
な
お
、
こ
う
し
た
消
防
の
広
域
化
は
、
近

年
始
ま
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
事
務
委
託

（
同
法
二
五
二
条
の
一
四
以
下
）
、
一
部
事
務

組
合
の
設
置
（
同
法
二
八
六
条
以
下
）
な
ど

の
自
治
体
相
互
間
の
協
力
手
段
を
通
じ
て
一

九
七
〇
年
代
か
ら
続
い
て
き
た
も
の
で
あ

パ
カ
レる

。
一
九
六
三
年
に
政
令
で
定
め
る
市
町
村

へ
の
常
備
消
防
の
必
置
規
制
が
開
始
し
て
以

降
、
政
令
指
定
が
拡
大
し
て
今
日
消
防
機
関

の
常
備
化
は
全
国
的
に
ほ
ぼ
達
成
さ
れ
て
い

る
が
、
常
備
化
の
過
程
で
自
治
体
の
単
独
消

防
は
一
九
七
〇
年
代
か
ら
減
少
し
、
二
〇
〇

〇
年
ご
ろ
に
は
組
合
消
防
の
方
が
多
数
に
な

　
　
　
　
　
　
　
ハ
ぶ
ロ

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
と
は
い
え
、
今
回
の
管
轄
人
口
三
〇
万
人

の
目
標
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
中
心
市
街
地

の
火
災
救
急
サ
ー
ビ
ス
を
想
定
し
た
も
の

で
、
都
市
部
の
消
防
力
の
レ
ベ
ル
を
人
口
規

模
で
単
純
に
敷
術
し
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、
全

国
一
律
の
目
標
値
と
し
て
の
合
理
性
に
は
疑

　
　
　
　
　
　
　
ハ
の
レ

問
も
呈
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
広
域
化
の
必
要
性
の
背
景
事
情
と

し
て
、
事
故
・
災
害
の
多
様
化
・
大
規
模
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
レ

が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
新
潟
県
中
越

地
震
や
中
越
沖
地
震
、
石
川
県
能
登
半
島
地

震
、
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
な
ど
の
テ
ロ
攻

撃
、
J
R
福
知
山
線
脱
線
事
故
な
ど
そ
の
例

を
挙
げ
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
が
、
消
防
庁

の
統
計
に
よ
れ
ば
、
一
件
あ
た
り
の
火
災
に

よ
る
建
物
焼
損
床
面
積
は
、
二
〇
〇
〇
年
に

四
六
・
八
平
方
メ
ー
ト
ル
、
二
〇
〇
五
年
に

四
五
・
五
平
方
メ
ー
ト
ル
、
二
〇
〇
八
年
で

は
四
三
・
八
平
方
メ
ー
ト
ル
と
推
移
し
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
数
値
は
、
少
な
く
と
も
火
災

の
大
規
模
化
を
物
語
る
も
の
で
は
な
い
。

　
さ
ら
に
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災
ク
ラ
ス
の

大
規
模
災
害
に
お
い
て
は
、
広
域
化
し
た
常

備
消
防
で
あ
っ
て
も
そ
の
限
界
が
否
定
で
き

　
　
　
　
　
ハ
ぬ
ロ

な
い
の
で
あ
り
、
災
害
の
大
規
模
化
に
対
し

て
は
、
先
に
も
言
及
し
た
近
隣
市
町
村
間
あ

る
い
は
都
道
府
県
内
の
市
町
村
の
相
互
応
援

協
定
に
も
と
づ
く
相
互
支
援
、
さ
ら
に
非
常

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ロ

事
態
に
お
け
る
緊
急
消
防
援
助
隊
（
災
対
法

四
五
条
）
な
ど
の
広
域
ネ
ッ
ト
ワ
…
ク
に
よ

る
対
応
が
必
要
で
あ
ろ
う
し
、
そ
し
て
抜
本

的
な
予
防
対
策
で
あ
る
「
建
物
の
不
燃
堅
牢

化
そ
の
他
都
市
の
防
災
構
造
の
改
善
」
（
同

法
八
条
二
項
三
号
）
か
ら
目
を
そ
ら
す
こ
と

は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
広
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
事
柄
で

は
あ
る
が
、
防
災
組
織
の
前
線
に
立
つ
市
町

村
や
、
そ
の
固
有
の
消
防
機
関
で
あ
る
消
防

団
と
の
連
携
の
必
要
を
考
え
れ
ば
、
常
備
消

防
の
広
域
化
後
、
そ
う
し
た
諸
組
織
が
限
り

あ
る
地
域
の
防
災
力
を
結
集
し
う
る
体
制
を

ど
の
よ
う
に
構
築
し
う
る
か
が
重
要
な
課
題

と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

三

災
害
応
急
対
策
・
災
害
予
防
に

お
け
る
行
政
手
法

　
防
災
行
政
な
か
ん
ず
く
災
害
応
急
対
策
行

政
に
お
い
て
は
、
事
柄
の
性
質
上
、
権
力
的

行
政
手
段
が
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
る
。

災
害
対
策
基
本
法
で
は
、
災
害
の
兆
候
の
発

見
者
の
市
町
村
長
へ
の
通
報
義
務
等
（
同
五

四
条
）
か
ら
は
じ
ま
り
、
市
町
村
長
に
よ
る

避
難
の
勧
告
・
指
示
（
法
六
〇
条
）
、
応
急

措
置
の
実
施
（
法
六
二
条
）
、
警
戒
区
域
の

設
定
、
立
ち
入
り
禁
止
・
制
限
、
退
去
命
令

（
法
六
三
条
）
、
応
急
公
用
負
担
（
法
六
四

条
）
、
公
安
委
員
会
（
警
察
官
・
自
衛
官
・

消
防
吏
員
）
に
よ
る
交
通
規
制
（
法
七
六
条

～
七
六
条
の
三
）
と
い
っ
た
諸
手
段
が
列
挙

さ
れ
て
い
る
。
消
防
吏
員
・
消
防
団
員
に
よ

る
消
火
活
動
に
お
い
て
も
、
火
災
発
見
者
の

通
報
義
務
（
消
防
法
二
四
条
）
に
は
じ
ま

り
、
関
係
者
の
消
火
義
務
・
人
命
救
助
義
務

（
法
二
五
条
）
、
消
防
車
の
優
先
通
行
等
（
法

二
六
・
二
七
条
）
、
消
防
警
戒
区
域
の
設
定

・
立
入
禁
止
・
制
限
（
法
二
八
条
）
、
土
地

の
使
用
・
処
分
・
使
用
制
限
（
法
二
九
条
）

等
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
非
権
力
的
な
サ
…

ビ
ス
行
政
を
中
心
と
し
て
い
る
市
町
村
行
政

の
中
に
あ
っ
て
、
際
だ
っ
て
権
力
的
手
段
が

認
め
ら
れ
て
い
る
領
域
で
あ
ろ
う
。

　
災
害
予
防
行
政
に
お
い
て
も
、
消
防
長
・

　
葉
　
　
　
直
接
的
権
力
手
段

消
防
署
長
等
は
、
火
災
予
防
措
置
等
を
義
務

付
け
る
命
令
（
消
防
法
三
条
）
、
防
火
対
象

物
の
改
修
等
・
使
用
禁
止
等
の
命
令
（
同
法

五
条
～
五
条
の
三
）
を
な
す
権
限
の
他
、
そ

の
た
め
の
立
入
検
査
・
質
問
権
（
同
法
四
条

～
四
条
の
二
）
を
有
し
、
市
町
村
長
等
は
、

危
険
物
の
製
造
所
・
貯
蔵
所
・
取
扱
所
に
対

す
る
取
締
り
、
許
可
制
に
よ
る
規
制
を
行
う

（
同
法
一
〇
条
～
二
一
条
の
七
）
。

　
2
　
自
主
管
理
手
法

　
膨
大
な
対
象
物
件
を
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
消
防
行
政
は
、
行
政
上
一
定
の
枠
組
み

を
定
め
た
上
で
、
そ
の
中
で
対
象
物
件
の
設

置
管
理
者
に
自
主
的
に
防
災
措
置
を
採
ら
せ

る
、
い
わ
ゆ
る
自
主
管
理
手
法
も
活
用
し
て

い
る
。
既
に
言
及
し
た
自
衛
消
防
組
織
の
設

置
義
務
は
、
そ
う
し
た
手
法
で
あ
ろ
う
し
、

防
火
管
理
者
の
設
置
と
消
防
計
画
の
作
成
義

務
づ
け
（
消
防
法
八
条
）
や
危
険
物
取
扱
者

の
設
定
と
そ
れ
に
よ
る
保
安
監
督
義
務
（
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
み
ロ

法
一
三
条
）
な
ど
も
同
様
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
本
年
六
月
か
ら
は
、
大
規
模
な
ビ

ル
や
商
業
施
設
に
お
い
て
も
、
防
災
管
理
者

を
選
任
し
、
防
災
管
理
に
係
る
消
防
計
画
を

作
成
し
て
届
け
出
、
自
衛
消
防
組
織
を
置
か

ね
ば
な
ら
な
い
制
度
が
発
足
し
て
い
る
（
法

八
条
の
二
の
五
）
。
各
地
の
防
災
条
例
に
お

い
て
も
、
一
定
の
事
業
所
ご
と
の
事
業
所
防

災
計
画
の
作
成
義
務
（
横
浜
市
震
災
対
策
条

例
｝
○
条
、
佐
倉
市
災
害
対
策
条
例
八
条
、
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愛
媛
県
防
災
対
策
基
本
条
例
一
九
条
な
ど
）

や
帰
宅
困
難
者
対
策
義
務
（
板
橋
区
防
災
基

本
条
例
五
条
三
項
）
を
定
め
る
例
が
あ
る
。

　
3
　
災
害
時
要
援
護
者
支
援
対
策

　
最
後
に
、
自
治
体
現
場
に
お
い
て
重
要
な

課
題
と
な
っ
て
い
る
、
高
齢
者
・
障
が
い
者

等
の
要
保
護
者
を
早
期
に
発
見
し
避
難
を
支

援
す
る
方
式
に
つ
い
て
言
及
し
て
本
稿
の
結

び
と
す
る
。
支
援
を
行
う
た
め
に
は
要
保
護

者
の
リ
ス
ト
を
あ
ら
か
じ
め
作
成
し
、
そ
れ

を
自
治
体
の
防
災
部
局
、
消
防
団
や
民
生
委

員
、
自
主
防
災
組
織
な
ど
と
共
有
す
る
必
要

が
あ
る
。
こ
う
し
た
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
な
個
人

情
報
を
目
的
外
に
利
用
し
、
さ
ら
に
外
部
に

提
供
す
る
こ
と
は
、
個
人
情
報
保
護
の
要
請

と
対
立
し
、
個
人
情
報
保
護
条
例
と
の
調
整

が
不
可
避
と
な
る
。
防
災
行
政
と
個
人
情
報

保
護
施
策
と
が
切
り
結
ぶ
重
要
課
題
で
あ

り
、
そ
の
適
切
な
調
和
が
自
治
体
の
現
場
で

模
索
さ
れ
て
い
る
。
な
か
で
も
従
前
採
ら
れ

て
い
た
、
要
保
護
者
の
自
発
や
同
意
に
よ

る
、
「
手
上
げ
方
式
」
や
「
同
意
方
式
」
で

は
十
分
な
支
援
が
で
き
な
い
と
し
て
、
東
京

の
渋
谷
区
が
関
係
機
関
共
有
方
式
に
踏
み
切

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
認
）

っ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。
各
地
の
災

害
対
策
条
例
に
お
い
て
も
対
応
が
分
か
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
1
）
　
災
害
復
興
に
係
る
自
治
体
の
防
災
行
政
も

重
要
な
課
題
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

自
治
体
に
お
い
て
災
害
復
興
に
関
す
る
独
自
条
例

を
制
定
し
て
い
る
例
も
あ
る
。
鳥
取
県
被
災
者
住

宅
再
建
支
援
条
例
、
墨
田
区
災
害
復
興
基
本
条

例
、
被
災
市
街
地
の
復
興
整
備
に
関
す
る
条
例
な

ど
。
こ
う
し
た
自
治
体
の
種
々
の
災
害
対
策
条
例

に
関
す
る
総
合
的
研
究
と
し
て
、
参
照
、
木
幡
浩

「
リ
ス
ク
横
断
的
条
例
と
災
害
対
策
条
例
（
玉
・

2
）
」
自
治
体
法
務
N
A
V
王
二
七
号
四
六
頁
以

下
、
二
八
号
四
八
頁
以
下
。

（
2
）
　
参
照
、
木
幡
浩
・
猿
渡
知
之
・
前
葉
泰
幸

『
災
害
と
安
全
』
（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
一
九
九
九
年
）

一
五
頁
。

（
3
）
　
災
害
対
策
基
本
法
八
条
一
項
は
、
っ
国
及

び
地
方
公
共
団
体
は
、
そ
の
施
策
が
、
直
接
的
な

も
の
で
あ
る
と
間
接
的
な
も
の
で
あ
る
と
を
問
わ

ず
、
｝
体
と
し
て
国
土
並
び
に
国
罠
の
生
命
、
身

体
及
び
財
産
の
災
害
を
な
く
す
る
こ
と
に
寄
与
す

る
こ
と
と
な
る
よ
う
に
意
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
と
定
め
て
い
る
。

（
4
）
　
消
防
庁
防
災
課
『
逐
条
解
説
・
災
害
対
策

基
本
法
鮎
（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
一
九
九
五
年
）
一
七

六
頁
。

（
5
）
　
な
お
、
地
方
目
治
法
一
五
七
条
は
、
知
事

・
市
町
村
長
が
、
当
該
自
治
体
の
「
区
域
内
の
公

共
的
団
体
等
の
活
動
の
綜
合
調
整
を
図
る
た
め
、

こ
れ
を
指
揮
監
督
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
と
定
め

て
い
る
。

（
6
）
　
毯
に
、
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
災
審
防
止
法

に
基
づ
く
自
衛
消
防
組
織
、
原
子
力
災
害
対
策
特

別
措
置
法
に
基
づ
く
原
子
力
防
災
組
織
が
あ
る
。

（
7
）
　
事
業
継
続
義
務
と
い
え
ば
、
阪
神
・
淡
路

大
震
災
に
際
し
て
は
、
肝
心
の
県
や
市
の
鶴
治
体

機
関
が
、
交
通
機
関
の
途
絶
に
よ
り
多
く
の
職
員

が
役
所
に
参
集
で
き
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
に
よ
り

機
能
麻
痺
と
な
っ
た
。
自
治
体
の
危
機
管
理
体
制

が
大
い
に
論
ぜ
ら
れ
る
一
つ
の
契
機
で
あ
っ
た
。

（
8
）
　
参
照
、
地
方
自
治
職
員
研
修
一
九
九
七
年

九
月
号
三
五
頁
以
下
参
照
。

（
9
）
　
参
照
、
自
治
体
法
務
研
究
二
〇
〇
五
年
一

一
月
号
五
〇
頁
以
下
。

（
！0
）
　
消
防
庁
防
災
課
・
前
掲
書
一
六
五
頁
。

（
双
）
　
こ
う
し
た
頻
繁
な
見
直
し
規
定
は
、
災
害

対
策
関
連
計
画
に
み
ら
れ
る
特
色
の
よ
う
で
あ

る
。
参
照
、
野
口
貴
公
美
・
幸
霞
雅
治
編
著
冊
安

全
・
安
心
の
行
政
法
学
』
（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
二
〇

〇
九
年
）
七
八
頁
。

（
1
2
）
　
真
山
達
志
「
地
方
自
治
体
の
危
機
管
理
シ

ス
テ
ム
繍
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
〇
七
〇
号
コ
一
頁
。

（
B
）
　
西
谷
剛
『
実
定
行
政
計
画
法
愚
（
有
斐
閣
、

二
〇
〇
三
年
）
一
八
頁
以
下
。

（
M
）
　
野
口
・
幸
田
編
著
・
前
掲
書
七
四
頁
。

（
1
5
）
　
宮
崎
伸
光
「
常
備
消
防
行
政
体
制
の
広
域

再
編
」
自
治
総
研
二
〇
Q
O
年
一
〇
月
号
五
八

頁
。

（
絡
）
　
後
藤
一
蔵
「
防
災
を
め
ぐ
る
尉
ー
カ
ル
・

ノ
レ
ッ
ジ
」
吉
原
直
樹
編
『
防
災
の
社
会
学
も

（
東
信
堂
、
二
〇
〇
八
年
）
、
鯉
四
頁
。

（
茸
）
　
同
じ
年
、
消
防
本
部
は
二
九
八
ヶ
所
、
消

防
職
員
二
万
七
二
六
九
人
で
し
か
な
か
っ
た
。

（
1
8
）
　
熊
谷
剛
一
讐
大
規
模
災
害
時
に
お
け
る
消

防
団
活
動
の
あ
り
方
に
関
す
る
報
告
書
に
つ
い

て
」
地
方
自
治
五
九
七
号
五
囎
頁
、
五
六
頁
。

（
の
）
　
参
照
、
林
春
男
「
一
二
鍵
紀
に
適
し
た
消

防
団
の
か
た
ち
と
は
？
」
都
市
問
題
研
究
五
九
巻

六
号
二
九
頁
以
下
。

（
2
0
）
　
参
照
、
自
治
体
法
務
研
究
二
〇
〇
八
年
春

号
五
三
頁
。

（
雛
）
　
目
黒
公
郎
・
村
尾
修
『
都
市
と
防
災
鮎

（
放
送
大
学
教
育
振
興
会
、
二
〇
〇
八
年
）
　
↓
六

九
頁
（
河
田
恵
昭
）
。

（
2
2
）
　
黒
顕
洋
司
「
草
の
根
か
ら
の
防
災
ー
葭

主
防
災
組
織
の
経
緯
と
展
望
」
地
方
自
治
六
六
四

号
七
五
頁
。

（
2
3
）
　
下
仲
宏
卓
「
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
の

推
進
に
つ
い
て
し
地
方
自
治
七
一
〇
号
四
七
頁
以

下
、
長
谷
川
彰
一
「
市
町
村
消
防
の
広
域
化
」
都

市
問
題
研
究
五
九
巻
六
号
九
五
頁
以
下
。

（
鱗
）
　
「
都
道
府
県
消
防
広
域
化
推
進
計
画
の
策

定
状
況
に
つ
い
て
」
（
二
〇
〇
九
年
七
月
一
段
現

在
）
会
喜
”
＼
＼
妻
，
盈
箏
妙
碗
o
む
＼
区
ぐ
8
8
＼

ぎ
蓉
惹
＼
－
S
O
黛
b
奪

（
2
5
）
　
東
京
一
三
区
部
の
消
防
は
、
も
と
も
と
都

知
事
の
所
管
の
下
に
あ
り
（
消
防
組
織
法
二
七

条
）
、
そ
の
他
の
都
下
市
区
町
村
で
も
、
そ
の
大

部
分
が
東
京
消
防
庁
に
事
務
委
託
さ
れ
て
い
る
。

（
％
）
　
宮
崎
・
前
掲
論
文
四
四
頁
以
下
、
長
谷
川

・
前
掲
論
文
九
七
頁
。

（
2
7
）
　
飛
田
博
史
「
消
防
の
広
域
化
と
行
財
政
の

効
率
化
」
自
治
総
研
二
〇
〇
七
年
七
月
号
三
六
頁

以
下
。

（
2
8
）
　
長
谷
川
・
前
掲
論
文
九
八
頁
な
ど
。

（
2
9
）
　
森
本
宏
「
消
防
力
の
限
界
と
地
域
防
災
計

画
し
法
律
時
報
六
七
巻
九
号
五
八
頁
以
下
。

（
3
0
）
　
参
照
、
猿
渡
知
之
「
自
治
体
消
防
に
よ
る

新
し
い
大
規
模
災
害
応
援
対
策
の
研
究
0
」
自
治

研
究
七
二
巻
六
号
八
八
頁
以
下
。

（
訂
）
　
こ
う
し
た
自
主
管
理
手
法
は
、
広
い
意
味

で
の
「
自
主
規
制
」
に
含
め
る
こ
と
も
で
き
る
か

も
し
れ
な
い
。
「
自
主
規
制
」
に
関
す
る
包
括
的

研
究
で
あ
る
原
田
大
樹
『
自
主
規
制
の
公
法
学
的

研
究
』
（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
七
年
）
一
四
頁
は
、

、
あ
る
法
主
体
に
対
し
て
外
部
か
ら
イ
ン
パ
ク
ト

が
与
え
ら
れ
た
こ
と
を
契
機
に
、
当
該
法
主
体
の

任
意
に
よ
り
、
公
的
利
益
の
実
現
に
適
合
的
な
行

動
が
と
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
」
を
広
義
の
自

主
規
制
と
し
た
上
で
、
そ
の
中
で
団
体
が
介
在
す

る
場
合
を
狭
義
の
自
主
規
制
と
位
置
づ
け
、
こ
れ

に
焦
点
を
合
わ
せ
て
検
討
を
加
え
て
い
る
。

（
3
2
）
　
自
治
体
法
務
研
究
二
〇
〇
八
年
春
季
号
四

二
頁
以
下
、
宇
賀
克
也
・
鈴
木
庸
夫
監
修
『
災
害

弱
者
の
救
援
計
画
と
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
』
（
地

域
科
学
研
究
会
、
二
〇
〇
七
年
）
。

（
3
3
）
　
木
幡
浩
・
前
掲
論
文
（
そ
の
2
）
五
四
頁

以
下
。

　
　
　
（
ひ
と
み
・
た
け
し
　
北
海
道
大
学
教
授
）

　
　
（
ま
え
だ
・
さ
だ
た
か
　
三
重
大
学
准
教
授
）籔
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